
下水道管渠耐震実施設計業務委託（御坂） 特記仕様書 

1条 特記仕様書の適用範囲 

この仕様書は「笛吹市下水管渠実施設計業務委託標準仕様書」(以下標準仕様という) 

の第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、 

標準仕様書による。 

2条 業務委託の対象 

(1)名      称  「下水道管渠耐震実施設計業務委託（御坂）」 

(2)位      置 別添位置図のとおりとする。 

(3)設計条件項目  下記の設計条件項目表による。 

設計条件項目表 

項  目 設  計 条 件 

工 期 契約日の翌日 ～ 令和 8年 2月 27 日 

場 所 笛吹市御坂町国衙・井之上・二之宮地内 

管径・工法及び延長 管更生工法 φ500㎜ --- 実施設計 L=640m 

特  殊  構  造  物 

特殊構造物（ 有 ・ ○無  ） ： 耐震設計（ 有 ・ ○無  ）

簡易な特殊マンホール( 基)、 特殊マンホール（ 基）， 

マンホール形式ポンプ場(２次製品)( 基)， 

マンホール形式ポンプ場(現場打ち)(  基), 

吐ロ，その他(   ) 

報 告 書 作 成 ○有  ・ 無

設 計 協 議 1 式（中間打合せ 3 回） 

施工方法等の比較検討 

（ 有 ・ ○無  ）

ａ）管路の掘削工法 

ｂ）①急曲線 ②土被り 1.5Ｄ以下 ③近接構造物（ 箇所） 

④軌道横断（ 箇所）⑤河川横断（ 箇所）⑥高架道横断（ 箇所）

ｃ）布設替え工法の施工検討 

①仮排水 ②既設管撤去

耐 震 計  算 ○有  ・ 無

耐  震  設  計 レベル 1 地震動  ， レベル 1及び 2 地震動  ， 無 

設 計 条 件 補 正 有（ ）， ○無

地 盤 条 件 補 正 有（ ％）， ○無

工  区  数  補 正  工 区 ， ○無

そ の 他 の 補 正 有（ ）， ○無

公 図 調 査 有 ・ ○無

その他（調査） ○有（既設管調査） ・ 無

3条 その他 

特記仕様書及び共通仕様書に明示のない事項については、受託者又は監督員が協議 

書を作成し、協議を行うこととする。 



暴力団関係者等による不当介入に対する措置に関する特約文書 

（建設工事関連業務委託用） 
 

（総則） 

第 1条 この特約文書は、この特約文書が添付される契約書と一体をなすものとする。 

 

（不当介入に対する措置） 

第 2条 契約の相手方（以下「乙」という。）は、受託した業務の履行に当たり、以下の事

項を遵守しなければならない。 

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

に規定するもの（以下「暴力団関係者等」という。）から不当介入（不当要求又は工事

妨害）を受けた場合は、その介入を受け入れることなく毅然と拒否し、その旨を速やか

に笛吹市（以下「甲」という。）に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 

 

（義務違反） 

第 3条 甲は、乙が前条に違反した場合は、笛吹市建設工事請負契約に係る入札参加資格停

止等措置要領（平成 16 年笛吹市告示第 79 号）の規定に基づき、入札参加資格停止の措置

を行うものとする。 

 

 


